
【2026 年度に大学院博士課程前期課程・専門職学位課程へ入学する者を対象】 
 

『特に優れた業績による返還免除内定制度』について 

『返還免除制度』とは、大学院で「日本学生支援機構第一種奨学金」及び「授業料後払い制度」を利用した学生で、在学
中に特に優れた業績を挙げた者として日本学生支援機構から認定された場合に、貸与終了時に奨学金の全部または一部
の返還が免除される制度です。 

本書は、低所得世帯の大学学部生等に対して、博士課程前期課程及び専門職学位課程での修学に係る経済的不安を早
期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的とした返還免除の『内定制度（以下「本制度」という。）』の案内とな
ります。  

個人情報の取り扱いについて 
申請情報は、関西大学で定める個人情報保護方針に基づき、特に優れた業績による返還免除内定制度のために利用

されます。  
この利用目的の適正な範囲内において、出願者の情報が日本学生支援機構、文部科学省、金融機関及び業務委託先

に必要に応じて提供されますが、その他の目的には一切利用されません。 

Ⅰ 制度概要について 

 内  容 

1₋対象要件 

以下の条件を全て満たす者が対象です。 
①2026 年度に本学の博士課程前期課程及び専門職学位課程への進学を希望する者 
②大学学部等において修学支援新制度を利用していること（※）又は住民税非課税世帯であ

ること。 
※「４₋その他重要事項➂・➃」を併せてご確認ください。 

③「科学技術イノベーション創出に寄与する分野」又は「大学の強みや地域の強み等を生かし
た分野」への進学を希望していること （本学は全研究科いずれの分野にも該当します）。 

④日本学生支援機構第一種奨学金及び授業料後払い制度に採用となること。 
 

本学における各研究科の特定分野については 
右記の QR コードを参照してください。 

 
⑤将来上記③の分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能

力を備えて活動することができると認められること。 

２₋修学支援新制度
の概要 

１₋対象要件②の「修学支援新制度」とは、意欲と能力のある若者が経済的理由により修学の
継続を断念することのないよう、日本学生支援機構給付奨学金及び文部科学省による授業料
減免制度を併せた経済支援制度です。 
（注）日本学生支援機構第一種・第二種奨学金とは異なります。 
 

詳細は右記の QR コードを参照し、 
ご自身の利用有無を確認してください。 

３₋住民税非課税世
帯の概要 

１₋対象要件②の「住民税非課税世帯」とは、居住する自治体に納める住民税が課税されない

世帯のことです。本人及び生計維持者（父母がいる場合は原則として父母２名）の所得証明書

等（取得可能な最新年度のもの）により、全員の住民税所得割額が非課税であることを確認し

てください。なお、修学支援新制度を利用していない場合でも、住民税非課税世帯であれば対

象要件②を満たすものとします。 

４₋その他重要事項 

① 「日本学生支援機構第一種奨学金」及び「授業料後払い制度」の申込みは、入学後に
別途手続きが必要です。 

② 国籍が日本以外で、在留資格が「留学」の方は、本制度の対象となりません。 
③ 修学支援新制度の対象者で、本制度の申請時に学力による適格認定の結果、「停止

中」となっている者は本制度の対象です。 
④ 修学支援新制度の対象者で、本制度の申請時に家計による適格認定の結果、「停止

中」となっている者は本制度の対象外です（資産超過含む）。 

（裏面へ）  



Ⅱ 出願について 

書類の提出及びスカラネットでの申請をもって手続きは完了します。 

１ 提出書類の受付日時・場所 

※進学予定先のキャンパスに提出してください。 

※他大学出身者や指定の日時に提出が難しい場合は、受付日までに奨学支援グループにご連絡ください。 

２ 提出書類 

① 返還免除（内定）候補者申請書 

② 修学支援新制度及び住民税非課税世帯の 

該当有無に関するチェックリスト 
③ 成績証明書 

学部等を卒業している方は学部時代の成績証明書、学部等に在学中（2026 年 3 月卒業見込み）の方は 
2025 年度春学期までの成績が反映されているものをご準備ください。 

④ 生計維持者及び本人の所得課税証明書（コピー可） 
  ・令和 7 年度（令和 6 年分の内容が記載された）もので、３か月以内に取得したものに限ります。 
  ・父母がいる場合は、どちらかが無収入であっても両名分提出してください。 
【該当者のみ】 
⑤ 日本学生支援機構給付奨学生証のコピー 
  ※修学支援新制度の対象者のみ提出してください。 
（注）日本学生支援機構第一種・第二種奨学生証とは異なります。 

【該当者のみ】 
⑥ 資産の申告書 
  ※②「修学支援新制度及び住民税非課税世帯の該当有無に関するチェックリスト」で資産の申告書の作成にチ

ェックをつけた場合、提出してください。 

３ スカラネットでの申請 

１月 26 日（月）まで 
※書類提出と引き換えにスカラネットの ID・パスワードをお知らせします。 

4 スケジュール 

手続き 日程 概要 

学内選考 ３月下旬（予定） 申請者が行う手続きはありません。 

学内選考結果通知 ４月上旬（予定） 推薦・不推薦に関わらず、申請者全員に学内選考の
結果を通知します。 

選考結果通知 ８月上旬（予定） 日本学生支援機構から届く選考結果を通知します。 

※本学で内定者となった方が別の大学院に進学した場合は、その効力は失われます。 

※修業年限内で課程を修了できない場合は、内定が取り消されます。 

 

キャンパス 受付日 時間 
（時間内随時受付） 場所 

千里山 

2026 年 

１月 19 日（月） 

12：00～13：00 誠之館１階 
多目的会議室 

高槻 12：00～13：00 高槻キャンパスオフィス 

高槻ミューズ 12：00～13：00 ミューズオフィス 

堺 12：10～13：00 堺キャンパス事務室 

奨学支援グループ Web サイトから 
ダウンロードしてください 

【お問い合せ先】 

〒564-8680 大阪府吹田市山手町３-３-35 

関西大学 奨学支援グループ 返還免除係  

事務取扱時間：（土日・祝日除く）月～金の 9-17 時 

TEL：06-6368-1121（大代表） 

※12 月 26 日～１月 6 日までは窓口を閉室しております。 


